
R 5. 5. 10
　北海道実行委員会の設立総会を開催。実行委員会会則、大会運営
の基本方針、事業計画、実行委員会予算等について決定される。

　第１回国民スポーツ大会委員会において、大会実施要項の策定に
ついて承認される。

　公益財団法人日本スポーツ協会からの冬季大会開催県への交付金
分配額の増額が決定される。

R 5. 6. 15
　公益財団法人日本スポーツ協会に、大会役員及び競技会役員編成
基準について協議し、承認される。

R 5. 7. 13
　公益財団法人日本スポーツ協会に、大会の公式ポスターについて
協議し、承認される。（国スポ委員長による承認）

R 5. 8. 24
　第２回国民スポーツ大会委員会において、大会実施要項（各競技
実施要項）の変更について協議し、承認される。
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